
省

令

第
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二

免
許
法
第
六
条
別
表
第
八
に
規
定
す
る
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

受
け
よ
う
と

す
る
免
許
状

の
種
類

有
す
る
こ
と
を
必

要
と
す
る
学
校
の

免
許
状

最

低

修

得

単

位

数

教
科
に
関
す
る
科
目

教

職

に

関

す

る

科

目

教
科
又

は
教
職

に
関
す

る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科

目

生
徒
指
導
、
教

育
相
談
及
び
進

路
指
導
等
に
関

す
る
科
目

各
教
科
の
指

導
法

道
徳
の

指
導
法

保
育
内
容

の
指
導
法

小
学
校
教
諭

二
種
免
許
状

幼
稚
園
教
諭
普
通

免
許
状

一
〇

一

二

中
学
校
教
諭
普
通

免
許
状

一
〇

二

備
考一

教
科
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
三
条
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も
の
と
す

る
。

二

各
教
科
の
指
導
法
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
小
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
国
語
（
書
写
を
含
む
。）、
社
会
、
算
数
、
理
科
、
生
活
、
音
楽
、
図
画
工
作
、
家
庭
及
び
体
育

の
う
ち
五
以
上
の
教
科
の
指
導
法
（
幼
稚
園
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
生
活
、
中

学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
免
許
教
科
に
相
当
す
る
教
科
を
除
く
。）に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
、
中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
又
は
高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
の
授

与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
教
科
ご
と
に
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

三

教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目
の
修
得
方
法
は
、
第
六
条
の
二
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に
な
ら
う
も

の
と
し
、
高
等
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
中
学
校
教
諭
の
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る

場
合
の
教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目
の
修
得
方
法
は
、
国
語
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
書
道
（
書
写
を
中
心
と
す
る
。）に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
地
理
歴
史
の
教
科
に

つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社
会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は

「
法
律
学
、
政
治
学
」、「
社
会
学
、
経
済
学
」
及
び
「
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

一
単
位
以
上
を
、
公
民
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
を
有
す
る
者
が
社
会
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の

授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
日
本
史
及
び
外
国
史
並
び
に
地
理
学
（
地
誌
を
含
む
。）に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
理
科
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
物
理
学
実

験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。）、
化
学
実
験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。）、
生
物
学
実
験
（
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。）及
び
地
学
実
験
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
を
含
む
。）の
う
ち
三
以
上
の
科
目
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
美
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
工
芸
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
技
術
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
木
材
加
工
（
製
図
及
び
実
習
を
含
む
。）、
金
属
加
工
（
製
図
及
び
実
習
を
含
む
。）及
び
栽
培
（
実
習
を

含
む
。）に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
し
、
中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
二
種

免
許
状
を
除
く
。）を
有
す
る
者
が
高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
教
科
又
は
教

職
に
関
す
る
科
目
の
修
得
方
法
は
、
地
理
歴
史
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
第
四
条
の
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
地
理
歴
史
の
教
科
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い

て
一
単
位
以
上
を
、
公
民
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
第
二
欄

に
掲
げ
る
公
民
の
教
科
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
一
以
上
の
科
目
に
つ
い
て
一
単
位
以
上
を
、
情
報
の
教
科

に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
情
報
の
教
科
に
関
す
る

科
目
（
情
報
社
会
及
び
情
報
倫
理
並
び
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
及
び
情
報
処
理
（
実
習
を
含
む
。）を
除
く
。）に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
、
工
業
の
教
科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
同
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
工
業
の
教
科
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
以
上
を
、
家
庭
の
教

科
に
つ
い
て
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
住
居
学
（
製
図
を
含
む
。）、
保
育
学
（
実
習

及
び
家
庭
看
護
を
含
む
。）並
び
に
家
庭
電
気
・
機
械
及
び
情
報
処
理
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を

修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

有
し
て
い
る
中
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
二
種
免

許
状
を
除
く
。）の
教
科
の
種
類

受
け
よ
う
と
す
る
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
の
教

科
の
種
類

国
語

国
語

中
学
校
教
諭

二
種
免
許
状

小
学
校
教
諭
普
通

免
許
状

一
〇

二

二

高
等
学
校
教
諭
普

通
免
許
状

二

一

二

四

高
等
学
校
教

諭
一
種
免
許

状

中
学
校
教
諭
普
通

免
許
状
（
二
種
免

許
状
を
除
く
。）

二

二

八

幼
稚
園
教
諭

二
種
免
許
状

小
学
校
教
諭
普
通

免
許
状

六
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第
十
八
条
の
三

免
許
法
第
六
条
別
表
第
八
備
考
に
規
定
す
る
中
学
校
教
諭
普
通
免
許
状
（
二
種
免
許
状
を
除
く
。）を

有
す
る
者
が
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
免
許
状
に
係
る
教
科
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
三
十
一
号

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
教
育
職
員

免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
四
日

文
部
科
学
大
臣

遠
山

敦
子

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
八
条
の
三
」
に
、「
第
六
十
五
条
の
七
」
を
「
第
六
十
五
条
の
六
」
に
、「
第
六
十
五

条
の
八
」
を
「
第
六
十
五
条
の
七
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
二
」
を
「
別
表
第
二
」
に
、「
第
六
条
」
を
「
同
法
第
六
条
」
に
、「
第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め

る
。第

一
条
の
二
中
「
第
六
条
」
を
「
同
法
第
六
条
」
に
、「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
表
備
考
第
十
五
号
中
「
保
育
内
容
の
指
導
法
」
を
「
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場

合
の
保
育
内
容
の
指
導
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
中
「
第
百
十
九
条
第
二
項
」
の
下

に
「
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
四
中
「
第
四
条
の
十
五
、
第
四
条
の

十
八
」
を
「
第
四
条
の
十
六
、第
四
条
の
十
九
」に
、「
第

四
条
の
十
一
第
一
項
、
第
四
条
の
十
二
第
一
項
、
第
四

条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
四
条
の
十
二
第
一
項
、
第

四
条
の
十
三
第
一
項
、第
四
条
の
十
五
第
一
項
」に
、「
第

四
条
の
十
六
第
一
項
」
を
「
第
四
条
の
十
七
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
中
「
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
九
中
「
第
百
十
九
条
第
二
項
」
の
下
に

「
及
び
第
百
三
十
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。

（
旧
特
定
目
的
会
社
の
監
査
報
告
書
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
五
条

特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
総
理
府
令
の
整
備
に
関
す
る
総
理
府
令
（
平
成

十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
七
号
）
附
則
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
第

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
の
監

査
報
告
書
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
監
査
報
告
書
に
取
締
役
の
職
務

遂
行
に
関
し
不
正
の
行
為
又
は
法
令
若
し
く
は
定
款
に

違
反
す
る
重
大
な
事
実
」
を
「
法
第
九
十
三
条
第
十
項

又
は
第
九
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
報
告
書

に
法
第
九
十
三
条
第
十
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
」
に

改
め
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

š


